
（案） 

 

 

　　　ニセコ町水道事業条例の一部を改正する条例 

 

　ニセコ町水道事業条例（平成１０年ニセコ町条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

 

　第２３条の２第２項各号を次のように改める。 

　（１）　令和２年１月の定例日から令和５年３月の定例日までは、１立方メートルにつ

き９０円 

　（２）　令和５年５月の定例日から令和９年３月の定例日までは、１立方メートルにつ

き１２０円 

　（３）　令和９年度５月の定例日以降は、１立方メートルにつき１５０円 

 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


